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(57)【要約】
【課題】本発明はデータを送信する送信装置に関し、重
要なデータの送信遅れを回避する。
【解決手段】データ制御部１３３には、データＰＤＵよ
りも制御ＰＤＵの方が先に送信され、制御ＰＤＵどうし
、またはデータＰＤＵどうしであれば優先度の高いＬＣ
Ｈの方が先に送信されるように、優先度が設定されてい
る。データ制御部１３３は、その優先度に従い、各ＬＣ
Ｈの制御ＰＤＵ送信制御部１２３＿１およびデータＰＤ
Ｕ送信制御部１２３＿２に対し、制御ＰＤＵおよびデー
タＰＤＵをデータ多重部１３のトランスポートブロック
生成部１３２に送るよう指示する。トランスポートブロ
ック生成部１３２では、ヘッダ生成部１３１により生成
されたヘッダと各ＬＣＨの制御ＰＤＵ送信制御部１２３
＿１およびデータＰＤＵ送信制御部１２３＿２から送ら
れてきた制御ＰＤＵおよびデータＰＤＵを多重してトラ
ンスポートブロックを生成する。
【選択図】　　　　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数チャネル毎に、
　送信用のデータを処理する複数のデータ処理部と、
　前記複数のデータ処理部からデータを受け取り、一回の送信が可能なデータ量のデータ
からなるトランスポートブロックを生成するデータ多重部と、
　前記データ多重部で生成されたトランスポートブロックからなるデータパケットを送信
する通信部を備えた通信装置 において、
　前記複数のデータ処理部それぞれが 、更に、当該データ処理部で処理された送信用の
データの各種類ごとのデータ量とその制御用のデータ量 を検出して、前記データ多重部
に通知する送信量検出部を備え、
　前記データ多重部が、更に、前記複数のデータ処理部から送られてくるデータを、該複
数のデータ処理部からそれぞれ通知を受けた各種類ごとのデータ量と制御用のデータ量の
優先度と、チャネルごとの優先度とに基づいて、トランスポートブロックへのデータ割当
てを優先的に行なうものであることを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記複数のデータ処理部それぞれが、ユーザデータを生成するユーザデータ生成部とそ
のユーザデータの制御データを生成する制御データ 生成部とを有し、前記送信量検出部
は、当該データ処理部で生成された制御データおよびユーザデータそれぞれのデータ量を
前記データ多重部に通知するものであり、
　前記データ多重部は、前記複数のデータ処理部から送られてくるデータを、制御データ
の方がユーザデータよりも先に送信されるようにトランスポートブロックへのデータ割当
てを行なうものであることを特徴とする請求項１記載の通信装置。
【請求項３】
　前記複数のデータ処理部が、ユーザデータを生成するユーザデータ生成部とそのユーザ
データの制御データを生成する制御データ生成部とを有し、前記送信量検出部は、当該デ
ータ処理部で生成された制御データの種類ごとの制御データの各データ量と当該データ処
理部で生成されたユーザデータのデータ量を前記データ多重部に通知するものであり、
　前記データ多重部は、前記複数のデータ処理部から送られてくるデータを、制御データ
のうちの特定種類の制御データの方が、該特定種類以外の種類の制御データおよびユーザ
データよりも優先的に送信されるようにトランスポートブロックへのデータ割当てを行な
うものであることを特徴とする請求項１乃至請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
　複数チャネル毎に、
　送信用のデータを処理する複数のデータ処理ステップと、
　前記複数のデータ処理部からデータを受け取り、一回の送信が可能なデータ量のデータ
からなるトランスポートブロックを生成するデータ多重ステップと、
　前記データ多重ステップで生成されたトランスポートブロックからなるデータパケット
を送信する通信ステップを、コンピュータに実行させることにより、通信装置として機能
させるプログラムにおいて、
　前記複数のデータ処理ステップそれぞれが、更に、当該データ処理部で処理された送信
用のデータの各種類ごとのデータ量とその制御用のデータ量を検出して、前記データ多重
ステップに通知するデータ量通知ステップを備え、
　前記データ多重ステップが、更に、前記複数のデータ処理ステップから送られてくるデ
ータを、該複数のデータ処理ステップからそれぞれ通知を受けた各種類ごとのデータ量と
制御用のデータ量の優先度と、チャネルごとの優先度とに基づいて、トランスポートブロ
ックへのデータ割当てを優先的に行なうステップを、前記コンピュータに実行させるプロ
グラム。
【請求項５】
　複数チャネル毎に、
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　送信用のデータを処理する複数のデータ処理手順と、
　前記複数のデータ処理手順からデータを受け取り、一回の送信が可能なデータ量のデー
タからなるトランスポートブロックを生成するデータ多重手順と、
　前記データ多重手順で生成されたトランスポートブロックからなるデータパケットを送
信する通信手順を、コンピュータを用いて実行させる通信方法において、
　前記複数のデータ処理手順それぞれが、更に、当該データ処理手順で処理された送信用
のデータの各種類ごとのデータ量とその制御用のデータ量を検出して、前記データ多重部
に通知するデータ量通知手順を備え、
　前記データ多重手順が、前記複数のデータ処理手順から送られてくるデータを、該複数
のデータ処理手順からそれぞれ通知を受けた各種類ごとのデータ量と制御用のデータ量の
優先度と、チャネルごとの優先度とに基づいて、トランスポートブロックへのデータ割当
てを優先的に行なう手順を、前記コンピュータを用いて実行させる通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はデータを送信する通信装置および通信方法、並びに、コンピュータを通信装置
として機能させるプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、３Ｇ（３ｒｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ）と呼ばれる無線通信システムのプロトコ
ルが広く採用されている（非特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１には、ＭＡＣフレームのメインキューと、優先度毎の再送制御に用いられる
複数のサブキューと、メインキューから宛て先・優先度識別子を元に取り出したＭＡＣフ
レームを取り出し、優先度毎にサブキューのいずれかに振り分ける無線通信装置が開示さ
れています。
【０００４】
　この３Ｇにもいくつかの発展段階があり、もともとの３Ｇを採用した携帯電話機のほか
、通信速度が更に高速化された３．５ＧあるいはＨＳＤＰＡと呼ばれるプロトコルを採用
した携帯電話機も登場してきており、さらに現在、Ｓｕｐｅｒ３Ｇあるいは３．９Ｇ、あ
るいはＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）と呼ばれるプロトコルが検討
されている。
【０００５】
　図１は、ＬＴＥプロトコルを採用したときの無線通信システムの概要図である。
【０００６】
　端末（ＵＥ；Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）１０は基地局（ｅＮＢ；ｅｖｏｌｖｅｄ
　ＮｏｄｅＢ）２０との間でＬＴＥプロトコルに従った無線通信を行なう。基地局（ｅＮ
Ｂ）２０は、基地局（ｅＮＢ）２０とＩＰネットワーク４０との間のデータの流れを仲介
するアクセスゲートウェイ（ａＧＷ）３０を介してＩＰネットワーク４０に接続されてい
る。この図１には、ａＧＷ２０は１つのみ示されているが、ＩＰネットワーク４０には多
数のａＧＷが接続されており、各ａＧＷの配下にはそれぞれ１つ又は複数のｅＮＢが存在
する。この図１にはＵＥ１０も１つのみ示されているが、多数のＵＥが存在し、それらの
ＵＥは、ｅＮＢ，ａＧＷ、およびＩＰネットワーク４０を介して互いに通信することがで
きる。
【０００７】
　図２は、ＬＴＥプロトコルのプロトコル構成図である。
【０００８】
　３Ｇのグループの無線通信システムにおけるプロトコルは複数のレイヤに分かれており
、ＬＴＥプロトコルでも同様である。
【０００９】
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　レイヤ１は物理層と呼ばれるレイヤであり、このレイヤ１は実際の通信を担う部分であ
る。
【００１０】
　またその上層に位置するレイヤ２は、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ）サブレイヤと、ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）サブレイヤと
、ＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サ
ブレイヤとの３つのサブレイヤで構成されている。
【００１１】
　ここで、１つのレイヤ又は１つのサブレイヤに配置された１つの処理機能の塊りはエン
ティティ（ｅｎｔｉｔｙ）と呼ばれており、ＰＤＣＰエンティティとＲＬＣエンティティ
は各論理チャネル（ＬＣＨ；Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）に対応して、使用する論
理チャネルの数だけ存在し、ＰＤＵ（Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）の送受信
を行なっている。ここで、ＬＴＥプロトコルの場合、ＰＤＣＰエンティティではデータの
秘匿処理やさらに上位のレイヤ（図示せず）との間のデータインタフェース処理が行なわ
れ、ＲＬＣエンティティでは、データ変換処理や不足データの再送を要求する再送処理が
行なわれる。
【００１２】
　また、ＭＡＣエンティティは、各ＲＬＣエンティティから送られてきたＰＤＵを１つの
ＰＤＵに統合してレイヤ１に転送する。受信側では、ＭＡＣエンティティは、レイヤ１か
ら送られてきたＰＤＵを各論理チャネルごとのＰＤＵに分割し分割した各ＰＤＵを対応す
る論理チャネルのＲＬＣエンティティに送っている。
【００１３】
　図３は、基地局との間で無線通信を行なう端末の構成を示したブロック図である。ここ
では、端末から基地局に向けてデータを送信するための構成について説明する。
【００１４】
　ここには、データ受信部１１とデータ処理部１２とからなる構成が、複数の論理チャネ
ルＬＣＨ＃１，ＬＣＨ＃２，…のそれぞれについて配置されている。また、ここには、そ
れら複数の論理チャネルＬＣＨ＃１，ＬＣＨ＃２，…の全てからデータを受け取るデータ
多重部１３、および基地局との間で無線通信を行なう無線インタフェース部１４が示され
ている。
【００１５】
　データ受信部１１は、図２に示すＬＴＥプロトコルの場合のＰＤＣＰエンティティに相
当するものであり、各サービス単位に分割された各論理チャネルのデータの受信を行なう
要素である。
【００１６】
　また、データ処理部１２は、図２に示すＬＴＥプロトコルの場合のＲＬＣエンティティ
に相当するものであり、データ受信部１１で受信したＬＣＨのデータを送信可能なサイズ
に切り出してＰＤＵを生成する要素である。
【００１７】
　また、データ多重部１３は、図２に示すＬＴＥプロトコルの場合のＭＡＣエンティティ
に相当するものであり、各論理チャネルから転送されてきたＰＤＵを１つに多重しトラン
スポートブロックを作成する要素である。
【００１８】
　さらに、無線インタフェース部１４は、図２に示すＬＴＥプロトコルの場合のレイヤ１
に配置されたエンティティに相当するものであり、データ多重部１３で生成されたトラン
スポートブロックを対向する基地局に無線で送信する要素である。
【００１９】
　図４は、従来の、端末の送信側の構成を示したブロック図である。ここでは、図示およ
び説明の煩雑さを避けるため、ＬＣＨ＃１とＬＣＨ＃２との２つの論理チャネルのみが存
在するものとしている。
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【００２０】
　データ処理部１２に配置されたデータＰＤＵ生成部１２２は、データ受信部１１で受信
したＬＣＨユーザデータを受け取り、必要なサイズの分のユーザデータを切り出してデー
タＰＤＵの生成を行なう要素である。
【００２１】
　また、制御ＰＤＵ生成部１２１は、対向する基地局側のデータ処理部（図示せず）との
間で制御ＰＤＵの送受信を行ない、ＰＤＵのシーケンス番号や送受信データ管理などを行
なうための要素である。
【００２２】
　また、送信量検出部１２４は、データＰＤＵ生成部１２２で生成されたデータＰＤＵと
制御ＰＤＵ生成部１２１で生成された制御ＰＤＵとを合わせた、このデータ処理部１２で
生成されたＰＤＵのデータ量の総量を検出して、データ多重部１３のデータ制御部１３３
に通知する。
【００２３】
　さらに、ＰＤＵ送信制御部１２３は、データＰＤＵ生成部１２２で生成されたデータＰ
ＤＵ、および制御ＰＤＵ生成部１２１で生成された制御ＰＤＵを受け取り、データ多重部
１３のデータ制御部１３３の指示に基づいて、それらのＰＤＵをデータ多重部１３のトラ
ンスポートブロック生成部１３２に送信する。
【００２４】
　データ多重部１３のデータ制御部１３３では、各ＬＣＨに置かれたデータ処理部１２の
送信量検出部１２４からそれぞれ通知を受けた、各ＬＣＨでの送信可能なデータ量をもと
に、基地局側に送信するトランスポートブロック内への各ＬＣＨのデータの割当てを行な
い、各ＬＣＨのデータ処理部１２のＰＤＵ送信制御部１２３に対し、送信割当量を通知す
る。各ＬＣＨのＰＤＵ送信制御部１２３は、自分のＬＣＨに割り当てられた送信割当量に
相当するデータ量のＰＤＵを、データ多重部１３のトランスポートブロック生成部１３２
に送る。
【００２５】
　また、ヘッダ生成部１３１は、データ制御部１３３の指示に応じて、トランスポートブ
ロック生成部１３２で生成されるトランスポートブロックのヘッダを生成する。
【００２６】
　トランスポートブロック生成部１３２は、各ＬＣＨのＰＤＵ送信部１２３から送られて
きたＰＤＵとヘッダ生成部１３１で生成されたヘッダを多重しトランスポートブロックを
生成する。
【００２７】
　このトランスポートブロック生成部１３２で生成されたトランスポートブロックは、デ
ータ多重部１３から、図３に示す無線インタフェース部１４に渡され、無線インタフェー
ス部１４から基地局側に無線で送信される。
【００２８】
　図５は、従来のデータ多重アルゴリズムを示す図である。
【００２９】
　図４に示すトランスポートブロック生成部では、論理チャネルごとの優先度に従ってト
ランスポートブロックが生成される。ここでは、ＬＣＨ＃１の方が優先度が高く、ＬＣＨ
＃２の方の優先度が低いものとして説明する。
【００３０】
　図５（Ａ）に示すように、全ＬＣＨで生成された制御ＰＤＵおよびデータＰＤＵの総デ
ータ量が送信可能なデータ量よりも少ない場合には、１つのトランスポートブロック内に
、ヘッダに続き優先度の高いＬＣＨから優先度の低いＬＣＨへと順に制御ＰＤＵおよびデ
ータＰＤＵが多重され、トランスポートブロックが生成される。
【００３１】
　一方、図５（Ｂ）に示すように、各ＬＣＨで生成された制御ＰＤＵおよびデータＰＤＵ
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の総データ量が送信可能データ量を上回るときは、優先度の高いＬＣＨ＃１の制御ＰＤＵ
およびデータＰＤＵが優先的に多重され、優先度の低いＬＣＨ＃２のＰＤＵは残されてし
まう結果となる。データＰＤＵに関しては与えられている優先度に基づいて多少遅れても
止むを得ないものの、制御ＰＤＵについては送信が遅れることによって送信側と受信側と
で同期がとれないなど、重大な問題を生じるおそれがある。
【非特許文献１】ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇ／
【特許文献１】特開２００５－３４１４４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３２】
　本発明は、上記事情に鑑み、重要なデータの送信遅れを回避することのできる送信装置
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３３】
　上記目的を達成する本発明の送信装置は、複数チャネルそれぞれに置かれた、送信用の
データを処理する複数のデータ処理部と、それら複数のデータ処理部からデータを受け取
り、一回の送信が可能なデータ量のデータからなるトランスポートブロックを生成するデ
ータ多重部と、データ多重部で生成されたトランスポートブロックからなるデータパケッ
トを送信する通信部とを備えた通信装置において、上記複数のデータ処理部それぞれが、
当該データ処理部で処理された送信用のデータの各種類ごとのデータ量を検出して、デー
タ多重部に通知する送信量検出部を備え、上記データ多重部が、複数のデータ処理部から
送られてくるデータを、それら複数のデータ処理部からそれぞれ通知を受けた各種類ごと
のデータ量と、チャネルごとの優先度およびデータの種類ごとの優先度とに基づいて、ト
ランスポートブロックへのデータ割当てを行なうものであることを特徴とする。
【００３４】
　本発明の送信装置では、各データ処理部から、各種類ごとのデータ量がデータ多重部に
通知され、データ多重部では、チャネルごとの優先度のみでなく、データの種類ごとの優
先度に基づいてトランスポートブロックへのデータ割当てが行なわれる。したがって、重
要な種類のデータに高い優先度を与えておくことにより、重要なデータの送信遅れが回避
される。
【００３５】
　ここで、本発明の送信装置において、上記複数のデータ処理部それぞれが、ユーザデー
タを生成するユーザデータ生成部と制御データを生成する制御データ生成部とを有し、上
記送信量検出部は、当該データ処理部で生成された制御データおよびユーザデータそれぞ
れのデータ量を検出してデータ多重部に通知するものであり、上記データ多重部は、複数
のデータ処理部から送られてくるデータを、制御データの方がユーザデータよりも優先的
に送信されるようにトランスポートブロックへのデータ割当てを行なうものであることが
好ましい。
【００３６】
　送信遅れにより重大な結果を生じるおそれのあるデータは制御データに集中しており、
したがって、制御データをユーザデータよりも優先させることにより送信遅れによる重大
な結果の発生を回避することができる。
【００３７】
　また、本発明の送信装置において、上記複数のデータ処理部が、制御データを生成する
制御データ生成部とユーザデータを生成するユーザデータ生成部とを有し、送信量検出部
は、当該データ処理部で生成された制御データを種類ごとに分類したときの各種類ごとの
制御データの各データ量と当該データ処理部で生成されたユーザデータのデータ量を検出
してデータ多重部に通知するものであり、
　上記データ多重部は、複数のデータ処理部から送られてくるデータを、制御データのう
ちの特定種類の制御データの方が、特定種類以外の種類の制御データおよびユーザデータ
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よりも優先的に送信されるようにトランスポートブロックへのデータ割当てを行なうもの
であることも好ましい形態である。
【００３８】
　制御データの中には、送信遅れにより重大な結果を生じるおそれのある制御データも存
在するが、送信が多少遅れても構わない制御データも存在する。そこで、上記のように制
御データを種類別に分けて種類別のデータ量を通知し、送信遅れを回避すべき制御データ
のみ優先度を高めておいてもよい。
【００３９】
　この構成を採用すると、チャネルの優先度を尊重しつつ、重要なデータの送信遅れを回
避することができる。
【００４０】
　また、本発明のプログラムは、複数チャネル毎に、送信用のデータを処理する複数のデ
ータ処理ステップと、複数のデータ処理部からデータを受け取り、一回の送信が可能なデ
ータ量のデータからなるトランスポートブロックを生成するデータ多重ステップと、デー
タ多重ステップで生成されたトランスポートブロックからなるデータパケットを送信する
通信ステップを、コンピュータに実行させることにより、通信装置として機能させるプロ
グラムにおいて、上記複数のデータ処理ステップそれぞれが、更に、当該データ処理部で
処理された送信用のデータの各種類ごとのデータ量とその制御用のデータ量を検出して、
データ多重ステップに通知するデータ量通知ステップを備え、上記データ多重ステップが
、更に、上記複数のデータ処理ステップから送られてくるデータを、それら複数のデータ
処理ステップからそれぞれ通知を受けた各種類ごとのデータ量と制御用のデータ量の優先
度と、チャネルごとの優先度とに基づいて、トランスポートブロックへのデータ割当てを
優先的に行なうステップを、上記コンピュータに実行させることを特徴とする。
【００４１】
　さらに、本発明の通信方法は、複数チャネル毎に、送信用のデータを処理する複数のデ
ータ処理手順と、上記複数のデータ処理手順からデータを受け取り、一回の送信が可能な
データ量のデータからなるトランスポートブロックを生成するデータ多重手順と、上記デ
ータ多重手順で生成されたトランスポートブロックからなるデータパケットを送信する通
信手順を、コンピュータを用いて実行させる通信方法において、上記複数のデータ処理手
順それぞれが、更に、当該データ処理手順で処理された送信用のデータの各種類ごとのデ
ータ量とその制御用のデータ量を検出して、前記データ多重部に通知するデータ量通知手
順を備え、上記データ多重手順が、上記複数のデータ処理手順から送られてくるデータを
、それら複数のデータ処理手順からそれぞれ通知を受けた各種類ごとのデータ量と制御用
のデータ量の優先度と、チャネルごとの優先度とに基づいて、トランスポートブロックへ
のデータ割当てを優先的に行なう手順を、上記コンピュータを用いて実行させることを特
徴とする。
【発明の効果】
【００４２】
　以上説明したように、本発明によれば重要なデータの送信遅れを回避することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
【００４４】
　図１～図３およびそれらの図を参照した説明は、以下に説明する実施形態でもそのまま
採用することができ、ここではそれらの図面および説明の重複掲載および重複説明は省略
する。
【００４５】
　図６は、本発明の一実施形態としての送信装置の構成を示したブロック図である。この
図６は、従来例における図４に代わるブロック図であり、図４に示す構成要素に対応する
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構成要素には、作用上の相違があっても図４において付した符号と同一の符号を付して示
し、相違点について説明する。また、この図６においても、図示および説明の分かり易さ
のために、論理チャネルはＬＣＨ＃１とＬＣＨ＃２の２チャネルのみとする。
【００４６】
　この図６に示すデータ制御部１２には、図４に示すＰＤＵ送信制御部１２３に代わり、
制御ＰＤＵ送信制御部１２３＿１とデータＰＤＵ送信制御部１２３＿２が備えられており
、また、図４に示す送信量検出部１２４に代わり、制御ＰＤＵ送信量検出部１２４＿１と
データＰＤＵ送信量検出部１２４＿２が備えられている。
【００４７】
　制御ＰＤＵ送信量検出部１２４＿１は、制御ＰＤＵ生成部１２１で生成された制御ＰＤ
Ｕのデータ量を検出して、データ多重部１３のデータ制御部１３３に通知し、また、デー
タＰＤＵ送信量検出部１２４＿２は、データＰＤＵ生成部１２２で生成されたデータＰＤ
Ｕのデータ量を検出して、データ多重部１３のデータ制御部１３３に通知する。
【００４８】
　したがって、データ制御部１３３には、各ＬＣＨから制御ＰＤＵとデータＰＤＵとに分
かれたそれぞれのデータ量の情報が集ることになる。データ制御部１３３には、データＰ
ＤＵよりも制御ＰＤＵの方が先に送信され、制御ＰＤＵどうしであれば優先度の高いＬＣ
Ｈの制御ＰＤＵの方が先に送信され、データＰＤＵどうしであれば優先度の高いＬＣＨの
データＰＤＵの方が先に送信されるように、優先度が設定されている。データ制御部１３
３は、その優先度に従い、各ＬＣＨの制御ＰＤＵ送信制御部１２３＿１およびデータＰＤ
Ｕ送信制御部１２３＿２に対し、制御ＰＤＵおよびデータＰＤＵをデータ多重部１３のト
ランスポートブロック生成部１３２に送るよう指示する。トランスポートブロック生成部
１３２では、ヘッダ生成部１３１により生成されたヘッダと各ＬＣＨの制御ＰＤＵ送信制
御部１２３＿１およびデータＰＤＵ送信制御部１２３＿２から送られてきた制御ＰＤＵお
よびデータＰＤＵを多重してトランスポートブロックを生成する。このトランスポートブ
ロック生成部１３２で生成されたトランスポートブロックは、図３に示す無線インタフェ
ース部１４を介して基地局側に無線で送信される。
【００４９】
　図７は、図６に示す実施形態におけるデータ多重アルゴリズムの説明図である。
【００５０】
　ここでは、ヘッダに続き、チャネルの優先度の高いＬＣＨ＃１の制御ＰＤＵが配置され
、次にチャネルの優先度の低いＬＣＨ＃２の制御ＰＤＵが配置され、さらに続いてチャネ
ルの優先度の高いＬＣＨ＃１のデータＰＤＵが送信可能データ量に入る分だけ配置された
トランスポートブロックが生成されている。
【００５１】
　この実施形態によれば、ＬＣＨの優先度の高低にかかわらずデータＰＤＵより制御ＰＤ
Ｕの方が優先されるため制御ＰＤＵの送信遅れによる重大な問題の発生が回避される。
【００５２】
　次にもう１つの実施形態を説明する。ここでは再度、図６を参照し、上記の実施形態と
の相違点について説明する。
【００５３】
　各ＬＣＨの制御ＰＤＵ送信量検出部１２４＿１は、制御ＰＤＵ生成部１２１で生成され
た制御ＰＤＵをその制御データの種類ごとに細分化して各種類ごとのデータ量を検出し、
その検出した各種類ごとのデータ量をデータ制御部１３３に通知する。一方、データＰＤ
Ｕ送信量検出部１２４＿２では、上述の実施形態と同様、データＰＤＵ生成部１２２で生
成されたデータＰＤＵについて一括してそのデータ量が検出されてデータ制御部１３３に
通知される。
【００５４】
　図８は、データ制御部で採用される優先度を示した図である。
【００５５】
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　図８（Ａ）に示すように、ＬＣＨについては、各ＬＣＨごとに優先度が変更自在に設定
されており、また、制御データについては、優先させるべき種類が記録されている。
【００５６】
　この図８では、ＬＣＨについてはＬＣＨ＃１の優先度が１番高く、ＬＣＨ＃２の優先度
が２番目である旨、設定されており、制御データについては、ａａａ，ｂｂｂ，…の種類
の制御データを優先すべきことが設定されている。
【００５７】
　図６のデータ制御部１３３は、図８に示す優先度に従い、優先されるべき種類の制御デ
ータが優先的に送信されるように、各ＬＣＨの制御データＰＤＵ送信部１２３＿１および
データＰＤＵ送信制御部１２３＿２に指令を出す。制御データＰＤＵ送信部１２３＿１は
指定された種類の制御データのみをトランスポートブロック生成部１３２に送ることがで
きるよう、制御データをその種類ごとに分ける構成となっている。
【００５８】
　この実施形態の場合、前述の実施形態と比べＬＣＨの優先度を尊重しつつ、送信遅れに
よって重大な影響を及ぼすおそれのある制御データについては優先的に送信することがで
きる。
【００５９】
　尚、上記の各実施形態では、図１に示す無線通信システムのうちの端末１０から基地局
２０への送信を例に挙げて説明したが、基地局２０から端末１０にデータを送信する場合
も同様である。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】ＬＴＥプロトコルを採用したときの無線通信システムの概要図である。
【図２】ＬＴＥプロトコルのプロトコル構成図である。
【図３】基地局との間で無線通信を行なう端末の構成を示したブロック図である。
【図４】従来の、端末の送信側の構成を示したブロック図である。
【図５】従来のデータ多重方法を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態としての送信装置の構成を示したブロック図である。
【図７】図６に示す実施形態におけるデータ多重アルゴリズムの説明図である。
【図８】データ制御部で採用される優先度を示した図である。
【符号の説明】
【００６１】
　１，２　　レイヤ
　１０　　端末（ＵＥ）
　１１，１２　　データ受信部
　１３　　データ多重部
　１４　　無線インターフェイス部
　２０　　基地局（ｅＮＢ）
　３０　　アクセスゲートウェイ（ａＧＷ）
　４０　　ＩＰネットワーク
　１２１　　制御ＰＤＵ生成部
　１２２　　データＰＤＵ生成部
　１２３　　ＰＤＵ送信制御部
　１２３＿１　　制御ＰＤＵ送信制御部
　１２３＿２　　データＰＤＵ送信制御部
　１２４　　送信量検出部
　１２４＿１　　制御ＰＤＵ送信量検出部
　１２４＿２　　データＰＤＵ送信量検出部
　１３１　　ヘッダ生成部
　１３２　　トランスポートブロック生成部
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　１３３　　データ制御部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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